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１．議員報酬の意義と性質

議員報酬の意義 議員報酬の性質

議員報酬とは、議員に対する一定
の役務に対する対価として与えら
れる反対給付をいう。なお、常勤
の職員に対するものは給与で、非
常勤の職員に対するものは報酬で
あり、議員報酬は報酬に近い考え
のものである。

原則的に、議員が職務を執行する
ことに支給せられるべきもので、
職務を執行しない場合には支給す
べき性質のものではない。

2

※議員報酬は生活給である国会議員に支給される歳費や常勤の職員に
支給される給料とは異なる。→そのため常勤の職員に対する規制と同
等又はそれ以上の規制とすることが適当である。



☆議員報酬の法的根拠
【地方自治法２０３条】
①普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しな
ければならない。
②普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁
償を受けることができる。
③普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を
支給することができる。
④議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例
でこれを定めなければならない。
【地方自治法２０４条の２】
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基
づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第２０３条の２第
１項の者及び前条第１項の者に支給することができない。
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議員報酬は勤務日数に応じて報酬を支給すると
の原則を除外

議員報酬を規定するにあたって国会議員との均
衡が考慮されたこと並びに国会議員の歳費とお
おむね同様の考え方で議員報酬が支給されて
きた実態があったから

☆議員報酬の特殊性
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☆議員に対し条例で規定すれば支給が可能なもの

議員報酬（地方自治法２０３条１項）

期末手当（地方自治法２０３条３項）

費用弁償（地方自治法２０３条２項）

政務活動費（地方自治法１００条１４項）
【地方自治法100条14項】
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その
他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に
対し、政務活動費を交付することができる。
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☆給料・手当・給与

給料 正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。

手当
一般に給料の加給される従たる給与をいう。正規
の勤務時間外の勤務に対する報酬及びその他の給
料では対処できない給与。

給与 給料＋諸手当

旅費
一般的に公務のための旅行する職員の当該旅行に
要する経費をいう。
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２．議員報酬の対象となる活動の範囲
政治活動を除いた議会
活動及び議員活動が議
員報酬の役務の対象と
なる活動の範囲といえ
る。政治活動は議員報
酬の対象には含まれな
い。→給料が正規の勤
務時間により勤務に対
する報酬であることを
考慮。
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３．議員報酬にかかる減額規定
(１)基本的考え方

原則 例外

普通地方公共団体は、法律又はこ
れに基づく条例に基づかないでい
かなる給与その他の給付もできな
いこととされているが、報酬及び
費用弁償は普通地方公共団体が支
給しなければならない義務を負う
ものであつて、これを受ける権利
は公法上の権利であるから、条例
をもつて報酬を支給しないことと
定めたり、あらかじめこれを受け
る権利を放棄することはできない
（大判大７．１２．１９）。

報酬は元来役務の対価としての性
質を持つものであるから、議会欠
席、懲罰による出席停止のように
そもそも役務の提供がない場合は、
これを支給しない旨又は減額する
旨を条例に規定することは問題な
い。
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(２)欠席議員に対する報酬減額
〇欠席議員に対する報酬減額の可否（行政実例昭和２４．
８．２５）
問 地方公共団体の議会の議員の報酬条例において期間を
定め、その期間議会（委員会を含む。）に出席しない場合
には当該期間分の報酬を支給しない旨の規定を設けること
ができるか。
答 お見込のとおり。
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(３)懲罰議員に対する報酬減額
〇懲罰議員に対する報酬の減額支給（行実昭和３２．５．
１６）
問 町議会議員の報酬を月額で支給する旨の条例を設けて
いる場合において、当該議会の懲罰により出席停止をうけ
た議員に対してその議員の報酬中から出席停止期間分の報
酬を減額して支給すること。また、議会の会期が１ケ月以
上にわたる場合、会期中の出席停止処分をうけた議員に対
してその期間中の報酬を一切支給しないことを条例で規定
することができるか。
答 できる。
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(４)議員報酬減額の対象とする活動

対象となる活動 対象とならない活動

本会議・委員会・協議等の
場・議員派遣・委員派遣

議員活動・政務活動（各議
員・各会派の活動の把握が極
めて困難であり、画一的なも

のでないため）
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☆各都道府県の規定例

都道府県 富山県 熊本県

規定

議長、副議長及び議員がその任
期中に長期欠席をしたときは、
閉会日の属する月の翌月以降に
支給する議員報酬は、月額に2分
の1を乗じて得た額を減じた額と

する。

【熊本県議会議員に対する議員
報酬等に関する条例４条】

正当の事由なく議会の招集に応
じないときは、その議会の属す
る月の議員報酬は、支給しない。

減額率 ５０％（月単位・翌月から） １００％（月単位で不支給）

対象となる活
動

本会議・委員会・協議等の場・
議員派遣・委員派遣

本会議のみ
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(５)対象となる活動のうち適用除外となる理由
会議規則における連動理由

議長による正当
な理由

東京都議会

【標準都道府県議会会議規則２条に
連動・正当事由の制限列挙】
①公務、疾病、出産、育児、介護そ
の他のやむを得ない事由で議長に届
け出た場合
②議員が出産のため出席できないと
きで当該出産の予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあつては、１４週
間）前の日から当該出産の予定日
（議員が出産したときは、当該出産
の日）後８週間を経過する日までの
範囲内で、出席できない期間を明ら
かにして、あらかじめ議長に届け出
た場合

議会運営委員会
への諮問に基づ
く答申を踏まえ
た議長による正
当であると認め
た理由

【東京都議会会議規則１１
条】
疾病、出産、家族の弔事、
家族の看護又は介護、配偶
者の出産補助その他の事故
のためで議長に届け出た場
合
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(６)減額率に対する考え方

理論上 実務上

議員報酬については地方自治
法203条4項で条例で自由に
規定することが可能であるこ
とから、100％不支給とする
ことも可能。

人事院規則９ー８２（俸給の
半減）及び一般職の職員の給
与に関する法律２３条におけ
る休職者の減額率を参照して
規定。→当該都道府県常勤職
の規定を参照。
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☆減額率

人事院規則９ー８２（俸給の
半減）

一般職の職員の給与に関する
法律２３条における休職者の

減額率

５０％の減額 ２０％の減額
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４．期末手当の性質及び期末手当への反映方法

期末手当 議員報酬減額月との連動

生計費が一時的に増大する時
期に，生計費を補充するため
の生活補給金としての性格を
有する手当をいう。そもそも
手当とは一般に給料の加給さ
れる従たる給与をいい、正規
の勤務時間外の勤務に対する
報酬及びその他の給料では対
処できない給与をいう。

議員報酬と連動させるかどう
かは条例の規定次第（期末手
当算定の期間率、基準日にお
ける議員報酬にどのように反
映させるか次第）
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☆議員への期末手当に関する法の趣旨
原則 法の趣旨

地方議会の議員に対する給与その他の給
付は地方公共団体の常勤の職員と異なり、
それをもって本人及びその家族の生活を
維持するという建前の上に立つものでは
ないから、その限りにおいては議員に対
する期末手当の支給は必ずしも必要では
ない。

議員も含めて、地方公共団体の職員に対
してはいかなる給付も法律又はこれに基
づく条例に基づかずには支給できないこ
とから、同じ議決機関の構成員たる国会
議員に対し期末手当が支給されているこ
とに鑑み、地方議員に対しても条例で特
に規定するならば、支給できることされ
ている。それゆえ、議員に対する期末手
当の支給することは可能だが、支給しな
ければならないものではない。→そのた
め地方自治法203条3項は支給することが
できるとの任意規定となっている。
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☆期末手当への反映留意点

期末手当算定の期間 基準日における議員報酬

減額支給された月を期末手当算定
の期間から除く

基準日における議員報酬が減額支
給の議員報酬である場合はその報
酬を基準とする（基準日の議員報
酬が０の場合は０となることに注

意）
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☆東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期
末手当に関する条例
【条例６条】
①都議会議員で６月１日及び１２月１日(基準日)に在職する者に、そ
れぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前１月以内に、退
職、失職又は死亡した都議会議員についても、同様とする。
②前項の基準日現在において同項に規定する者に支給すべき期末手当
の額は、給与条例別表第六の適用を受ける職員の例により算出した職
員の給与月額に相当する額に給与条例第二十一条第二項に規定する指
定職給料表の適用を受ける職員に適用される割合と給与条例第二十一
条の二第二項第二号に規定する割合とを合計した割合を乗じて得た額
に、基準日前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、
次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
６箇月 １００分の１００
３箇月以上６箇月未満 １００分の６０
３箇月未満 １００分の３０ 19



５．逮捕等による支給停止規定について

逮捕等による支給停止規定の是非 停止期間

報酬にかかりどのような支給停止
規定を設けるかは自由であり条例
で規定可能→報酬を有罪が確定し
ていないにもかかわらず支給をし
ないとするのは問題となるが、報
酬を支給したのち有罪となった場
合に勾留期間等の報酬を遡って返
還させることは実務上困難である
ことから可能。

停止期間をどのように定めるかは
条例で自由に規定でき各議会の判
断（なお、逮捕等により支給停止
となったのちに無罪になった場合
でも議員活動を行わなかったこと
をもって支給しないとするのは不
適当）
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☆支給停止についての留意点
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常勤の職員において刑事罰等により支給停止とすることが
できるのは生活給である給料は対象とならず期末手当のみ。
一般職の職員の給与に関する法律１９条の６・東京都職員
の給与に関する条例２１条の２の３を参考に議員報酬及び
期末手当についてどのような支給停止要件とするのかを考
慮すべき。



☆支給停止要件

支給停止要件 支給停止期間の考え方

刑事事件の被疑者・被告人として
逮捕勾留その他の身分拘束処分の
場合（議員としての役務を提供で
きない場合に限定）

逮捕等により議員報酬減額の対象
とする活動に対して役務を提供で
きない期間（月単位又は日割り）
→役務を提供することが確認でき
る期間まで支給を停止することは
可能。
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☆支給停止解除の考え
議員報酬の支給停止解除は不起訴の場合と無罪の判決が確
定した場合に遡って停止していた報酬を支給することが適
当。→その際には本来支払うべき議員報酬を支給停止して
いたのであるので一括して支給することが妥当。
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☆期末手当への支給停止の場合の影響

原則 支給停止が解除された場合

期末手当算定における期間への支
給停止期間の除外

遡って議員報酬とともに一括支給
する必要あり
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☆支給停止期間と長期欠席の要件の競合

逮捕等による支給停止期間が長期欠席の要件をも満たす場合、無罪で
あっても議員報酬対象活動に対して役務の提供がないため不支給とす
ることは不適当であると考える。→逮捕等による議員報酬対象活動に
対する役務の不提供は正当な理由に該当すると考えられるため。

本人の意思に基づかない役務の不提供をも報酬不支給の事由とするな
らば、出産や公務災害等の事由にあたっても不支給としないと均衡が
とれない。
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６．議員報酬減額に当たっての欠席理由の判断

判断権者 報酬条例と会議規則との関係

議長（ただし実務上は地方自
治法109条3項3号により議長
が議会運営委員会に諮問し答
申を受けたうえで決定するの
が適当）

報酬条例に議長判断による正
当な理由の場合に減額対象か
ら除外する旨の規定を置き、
会議規則における欠席事由と
連動させる必要あり
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